障害者文化芸術活動等特別啓発事業実施要領
第１　趣旨
この要領は、障害者文化芸術活動等特別啓発事業（以下「本事業」という。）を実施するにあたり、神奈川県障害者自立支援対策臨時特例交付金事業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定める。
第２　目的

　障害者基本法の一部を改正する法律（平成23年法律第90号）第３条（地域社会における共生等）や第２５条（文化的諸条件の整備等）を踏まえ、国民の障害者の文化活動や芸術作品等への理解を促進し、美術館等における障害者の芸術作品等を含めた展覧会等の開催などを支援し、文化芸術活動を通じた障害者の社会参加を推進することを目的とする。
第３　事業の内容

以下の開催経費を助成する。

　①　美術館における障害者アート作品の展覧会の開催

　②　ギャラリー等における一般の美術作品と障害者アート作品との展覧会の開催

　③　障害者による音楽祭や障害者を主体とした映画祭等の開催

第４　補助金の交付申請
　交付申請は予算の範囲内で平成24年12月末日まで受け付けるものとする。
第５　補助金の交付
１　補助金の交付は、事業の内容等に応じ、精算払い又は概算払いとする。

２  県は本事業の進捗状況を把握するため、必要な報告を求めることができる。
　附　則

この要領は、平成22年4月1日から施行し、平成25年3月31日をもって廃止する。
附　則

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

